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家畜人工授精所開設者、家畜人工授精師・獣医師等の皆様へ

令和３年４月から和牛の精液・受精卵などの「遺伝資源」の適正な流通を目的とした
「精液等情報システム」の運用が開始されます。

「精液等情報システム」の運用が開始されます

特定家畜人工授精用精液等（和牛精液・受精卵）についての

譲渡等記録簿の記載・保存

家畜人工授精所の運営状況の都道府県知事への報告書の作成 など

利用可能な機能は順次追加される予定です。

詳細は、別添の農林水産省のチラシをご覧ください。

Ａ１ 実は、今すぐ利用できるわけではありません。

システムの利用開始に当たっては初期設定のため、

利用者ごとにＩＤを取得しておく必要があります。

Ｑ２ ＩＤはどうやって取得するのですか？

Ａ２ 今後、県が県内の利用希望者の調査を実施し、
希望者に新規のＩＤが配布される予定です。

以降は利用希望申出があった際に随時対応予定です。

Ｑ１ 「精液等情報システム」は今すぐ利用

開始できるのですか？

Ｑ３ 家畜人工授精所の開設者は今後必ずこのシステムを
利用して精液等を管理しなくてはいけないのですか？

Ａ３ システムの利用は任意ですので、これまでどおり
の台帳等で管理していただいても構いません。

ただ、システムを利用することで家畜人工授精簿や

授精証明書の出力、運営状況報告書の作成などが簡便

にできるようになる予定ですので、是非利用をご検討

ください。
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